
台風15号などによる被災者支援制度（追加版）
広報やちまた10月15日号で被災者支援制度をお知らせしましたが、次のとおり追加などがありまし

たのでお知らせします。各種制度の詳細については、各担当課にお問い合わせください。

制度の名称 適用条件 り災証明
要件 問い合わせ先

被災者生活再建支援金 自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を
受けた場合

全壊
大規模半壊

納税課
☎４４３－１１１５ 

強い農業・担い手づくり
総合支援交付金
(被災農業者支援型 )

台風１５号により被災した農業用施設・機械を再建・修繕及び撤去する場合

不要
※施設などの被
害状況がわかる
写真などが必要
です。

農政課
☎ ４４３－１４０２

賃貸型応急住宅
（みなし仮設住宅）

　原則として、次の要件すべてに該当する方
 ・住家の全壊、全焼または流出により居住する住家がない方
※半壊（大規模半壊を含む）であっても、住宅として再利用できず、自
　らの住家に居住できない方で、既に住家を取り壊したまたは取り壊す
　予定の場合は、協議により対象となる場合があります。
 ・自らの資力をもってしては住家を確保することができない方
 ・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度または障害物の除去制度を利　
　用していない方
【千葉県が応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供します】

必要 都市計画課
☎４４３－１４３０ 

災害弔慰金 自然災害により死亡した場合
不要
※必要書類はお
問い合わせくだ
さい。

社会福祉課
☎ ４４３－１６２２

災害障害見舞金 自然災害による負傷により、身体に重度の障害を受けた場合

千葉県災害見舞金 自然災害により死亡、行方不明、重傷者となり、または、住家の全壊・全焼・
流失被害を受けた場合

被災住宅の応急修理

 ・災害のため住家が半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できない　
　場合であって、応急的に修理すれば居住可能となり、かつ、その者の　
　資力が乏しい場合
 ・応急仮設住宅を利用しないこと

半壊（自らの資
力では応急修理
することができ
ない者）
大規模半壊

都市整備課
☎４４３－１４３２
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第42回産業まつりを11月17日㈰に八街中学校で開催します。皆さん、ぜひお越しください。第42回産業まつりを11月17日㈰に八街中学校で開催します。皆さん、ぜひお越しください。第42回産業まつりを11月17日㈰に八街中学校で開催します。皆さん、ぜひお越しください。
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